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三B本原子力産業会議



科学技術庁原子力安全局核燃料規制課

　　　　　　　　　　謙譲灘監修

運輸省運輸政策局技・術安全課
警察庁生活安全局生活環境課

　　　　警備局警備課
放射性物質等の輸送法令集

（1995年度版）

1　核燃料物質等の運搬

　　○陸上輸送一工場又は事業所の内，外

　　○海上輸送

　　○航空輸送

II　放射性同位元素等の運搬

　　○陸上輸送一工場又は事業所の内，外

　　○海上輸送

　　○航空輸送

m　関連法令及び定義等

○薬事法（抄）

○放射性医薬品製造

○原子力基本法等
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日本原子力産業会議



は

じ

め

に

　
わ
が
国
の
原
子
力
開
発
利
用
は
、
三
十
年
余
を
経
た
今
B
、
原
子
力
発
電
を
は
じ
め
、
医
療
、
工
業
、
農
業
利
用

等
の
分
野
に
広
く
進
展
し
、
こ
れ
ら
の
利
用
分
野
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
核
燃
料
及
び
ラ
ジ
オ
・
ア
イ
ソ
ト
…
プ

（
R
I
）
等
の
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
量
は
増
加
し
、
広
域
化
し
て
お
り
ま
す
。
国
際
原
子
力
機
関
（
I
A
E
A
）

輸
送
規
則
の
国
内
規
則
へ
の
取
り
入
れ
等
に
よ
る
、
平
成
三
年
一
月
か
ら
施
行
の
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事

業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
外
運
搬
規
則
）
、
車
両
運
搬
規
則
、
放
射
線
障
害
防
寒
法
施
行
規
則
並

び
に
当
該
告
示
の
改
正
及
び
、
各
省
庁
局
長
通
達
等
の
発
令
に
よ
り
、
安
全
規
制
の
一
層
の
充
実
が
図
ら
れ
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　
当
会
議
で
は
、
運
輸
省
運
輸
政
策
局
技
術
安
全
課
、
科
学
技
術
庁
原
子
力
安
全
局
核
燃
料
規
制
課
、
核
燃
料
物
質

輸
送
対
策
室
、
同
局
放
射
線
安
全
課
、
警
察
庁
生
活
安
全
局
生
活
環
境
課
、
警
備
局
警
備
課
の
編
集
協
力
と
監
修

を
得
て
、
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
の
安
全
規
制
に
関
す
る
法
律
、
政
令
、
規
則
、
告
示
、
各
省
庁
局
長
通
達
、
内
規

集
、
技
術
規
準
等
を
網
羅
し
た
本
書
の
内
容
を
逐
次
改
訂
、
発
行
し
、
輸
送
の
実
務
に
携
わ
る
方
々
の
み
な
ら
ず
広

く
関
係
者
の
便
宜
に
供
し
て
お
り
ま
す
。

　
わ
が
国
の
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
に
関
し
て
は
、
今
後
と
も
増
大
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
放
射

性
物
質
等
の
輸
送
が
円
滑
か
つ
安
全
に
行
わ
れ
る
上
で
、
本
書
が
一
助
と
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
り
ま
す
。

平
成
七
年
一
月

日
本
原
子
力
産
業
会
議
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